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被災マンションにおいて被災マンション法に基づく敷地売却に取り組んだ事例

課題 成果取組

公費解体を視野に入れた合意形成
・取壊し決議は５分の４の同意が要件である
一方で、公費解体申請のため、熊本市から
は建物所有者の全員合意を求められていた

総会や理事会等の開催通知、議事録等の確認、理事
会・総会等への参加
・通常総会の開催通知や議事録の確認、理事会・総会
等へ参加し、理事長の活動を支援

被災マンション法に基づく敷地売却手続き
の実施
・行方不明者等への法的対応と公費解体
工事を円滑に進め、被災マンション法に基
づく５分の４の合意による敷地売却決議に
向けた手続きを進めた

・F1：成果報告書（ 「被災マンションの敷地売却に向けたポイント」）
水平展開

可能な資料

行方不明者等に対する法的対応の支援
・取壊し決議に同意したものの公費解体に同意しない
区分所有者の私有財産を撤去し、解体工事に着手
・所有者不明住戸については、本人・親族についての
調査を行った上で、不在者財産管理人を申立て・選任

【エリア】熊本県 【竣工年（築年数）】昭和49年（築43年） 【階層】７階建

【総戸数】41戸 【単棟型or 団地型】単棟型

【自主管理 or 委託】委託管理

Fマンション 補助事業実施主体：大和ライフネクスト株式会社

敷地売却に向けた合意形成
・管理組合の消滅を回避すべく、区分所有
法上の大規模一部滅失であることを合意し
た上で敷地売却への合意形成を模索

敷地売却決議に至るまでの団体の形態
・敷地共有者のまま売却する方向で検討を
進めていた

解体後に設立する団体についての合意形成支援
・敷地を信託する団体として一般社団法人を設立する
こととし、登記に向けて定款を作成

敷地売却に向けた阻害要因への対応の必要
性
・行方不明者や取壊し決議には賛成したも
のの住戸内の私有財産処分に応じない区分
所有者の存在

建物倒壊の危険
・被災者生活再建支援法による全壊認定、
地震保険での全損判定を受け、倒壊の危険
性が大きく、早期の解体着手が必要


